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令和３年度第２回南関町農業委員会会議録 

 

令和３年５月１１日（火） 

午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 会 

南関町役場 第一会議室 

 

一、開会宣言 

 

二、議事日程 

１．開  会 

２．農業委員憲章朗読 

   ８番 山 本 精 武 君 

３．会長挨拶 

４．議事録署名人の指名 

   ８番 山 本 精 武 君 

   ９番 大 倉 公 泰 君 

５．議  事 

  第 ９号議案 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

  第１０号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

  第１１号議案 農地利用集積計画の承認について 

  第１２号議案 農地利用集積計画の承認について（機構転貸） 

  報告第 ３号 許可不要転用届について 

  報告第 ４号 合意解約について 

６．そ の 他 

７．閉  会 

 

三、出席委員は次のとおりである。（１１名） 

  会長 竹 島  久 利 君  副会長 釘 崎 眞貴子 君 

  １番 片 山  幸 次 君   ２番 橋 本    勝 君 

  ３番 菅 原  和 義 君   ４番 末 竹  信 雄 君 

  ５番 荒 木    茂 君   ６番 西 山  良 輔 君 

  ７番 片 山 カツ子 君   ８番 山 本  精 武 君 

  ９番 大 倉  公 泰 君 
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四、欠席委員は次のとおりである。（０名） 

 

五、本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 書  記  齋 田  士 郎 君 

 一般事務局員  松 本    寛 君 



－ 3 － 

令和３年度第２回南関町農業委員会会議録 

議事の経過 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

開会 午前９時３０分 

１．開 会 

○副会長（釘崎 眞貴子君） それでは、ご起立ください。時間が参りましたので、た

だいまより令和３年度第２回農業委員会総会を開会いたします。礼。 

○事務局（齋田 士郎君） それでは、本日は委員の皆様全員出席でありますので、総

会が成立することをご報告いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．農業委員憲章朗読 

○事務局（齋田 士郎君） それでは、農業委員憲章朗読を８番、山本委員さんよりよ

ろしくお願いいたします。 

○８番（山本 精武君） （農業委員憲章は省略） 

○事務局（齋田 士郎君） ありがとうございました。 

それでは、総会開催にあたり、会長挨拶をよろしくお願いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．会長挨拶 

○会長（竹島 久利君） 改めまして、おはようございます。 

 今のところ毎日テレビや新聞を見てみますと、新型コロナの話で大変でございま

す。ワクチンもできたところで安心しておりましたけど、投与が始まって安心しま

したけど、ますますこのところひどくなっているような感じでございます。熊本県

でも多少増えて発生しているようでございますが、南関も少し発生しているようで

あります。皆さん方も十分注意して気をつけてください。 

それから、いよいよ５月に入り、田植えも本格化になって準備のほうで忙しいと

思います。そんな中委員会を始めまして、このところ太陽光発電の施設がだいぶ申

請が上がってきて発生しているようでございます。今のところ優良農地のほうはあ

まりありませんけど、畑とか林野あたりは多数見受けられますので、優良農地のほ

うはなるだけならば調整いただきたいと思います。そんな中、それでは委員会を進

めたいと思いますので、よろしくお願いをしときます。 

○事務局（齋田 士郎君） ありがとうございました。 

それでは、南関町農業委員会会議規則第４条により、以降の議事の進行は竹島会

長にお願いいたします。 

なお、発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならないとなってい
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ます。また、携帯電話につきましては、音が鳴らないように対応をお願いいたしま

す。 

それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議事録署名人の指名 

○議長（竹島 久利君） それでは、これより議事に入ります。 

議事録署名人の指名をいたします。今回は議事録署名人として８番山本委員、９

番大倉委員の指名をいたします。よろしくお願いをいたします。 

なお、前回に引き続き、新型コロナウイルスの感染防止、拡大防止のため本総会

の開催時間をできる限り短縮することを目的としていますので、事務局の行う議案

書の説明については事前に資料を配付しておりますので、必要最小限度といたしま

す。よろしくお願いをしておきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．議 事 

○議長（竹島 久利君） それでは、議案審議に入ります。 

第９号議案、「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を議題とい

たします。案件は７件の１８筆でございます。 

 それでは、本案について現地調査に出向かれました農業委員さんより補足説明を

お願いします。 

９番、大倉委員。 

○９番（大倉 公泰君） おはようございます。 

 事務局と二人で行ってまいりました。私の結構多いもんですから、頭回るように

頑張って発言したいと思います。農地法第３条の１３号の議題でございます。豊永

の高ケ下のところでございますけど、これは農業推進委員さんの家の近くですね。

見てもらうとすぐわかります。これも兄から弟に譲渡ということで、無償で土地を

畑をやるということで、本人はあまり気が進まんでもらわんでいいなということで

ございましたけど、兄のほうがやるということでございますので、もらうことにな

りました。そして、譲渡を見ると所有権移転です。現地確認を行い、申請書等によ

り協議、検討した結果、農地法第３条第２項各号の不許可要件には該当しておらず、

申請は相当と思います。 

   引き続き、申請番号５０番、５２番、５３番を見てください。これ書いてありま

すように私が言いますけど、野菜畑の上のほうですね、５３７－１がありますけれ

ども、全部（不明）ですよ。これが少し畑になっていますが荒れております。そす

と手前のほうですね、（不明）の橋のところから田んぼになっておりますけれども、
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これもいっしょなぐらい。向こうのところの畑にいくところも同じ地番でございま

す。 

これも譲渡人から受人への売買による所有権移転の申請となっております。審議

いたしましたけれども何の問題もないと思います。私もこの方を見て、（聴取不能）

ぴしゃっと草でも刈らにゃいかんよと昨日一昨日（聴取不能）しました。 

どうぞ審議をよろしくお願いします。 

○議長（竹島 久利君） 続きまして、６番西山委員お願いします。 

○６番（西山 良輔君） 議案第９号、農地法第３条、申請番号２３番、所有権移転申

請について説明いたします。 

渡人から受人への売買による所有権移転の申請となります。現地確認を行い、申

請書等により協議、検討した結果、農地法第３条第２項各号の不許可要件には該当

しておらず、申請は妥当と思われます。 

ご審議のほうよろしくお願いいたします。 

○議長（竹島 久利君） 続きまして、８番山本委員お願いします。 

○８番（山本 精武君） 山本です。連休前の２７日に、事務局と推進委員の松田君と

４人で現地確認に行きました。最初の３条、２４番のほうは、地図を見ていただく

とわかると思いますけれども、郵便局の斜め前ぐらいになります。今はもう手前の

ほうにソーラーが見えてますけど、ソーラーの奥のほうに田んぼがあるんですけど、

それの所有権移転と思います。 

それと、もう１枚めくって３１番のほうは、田原の四ツ原公民館のすぐ近くにな

ります。こちらは贈与の所有権移転となります。 

議案第９号、農地法第３条、申請番号２４番及び申請番号３１番、所有権移転の

申請についてご説明いたします。 

２４番のほうは売買による所有権移転であります。３１番のほうは贈与による所

有権移転となります。現地確認を行い、申請書等により協議、検討した結果、農地

法第３条第２項各号の不許可要件には該当しておらず、申請は妥当だと思われます。 

皆さん、ご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

○議長（竹島 久利君） ありがとうございました。各委員の説明が終わりましたが、

何かご意見、ご質問ございませんか。何かございませんか。 

（なしの声） 

○議長（竹島 久利君） ないようでございますので、採決をいたします。 

 第９号議案について、原案どおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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○議長（竹島 久利君） 異議なしと認め、第９号議案は、原案どおり決定をいたしま

す。 

 続きまして、第１０号議案、「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。 

案件は、２件の２筆でございます。 

本件について現地調査に出向かれました委員さんより説明をお願いします。 

９番、大倉委員お願いします。 

○９番（大倉 公泰君） 大倉です。農地法５条の説明いたします。申請番号２５番で

す。豊永の五反田というところでございます。地図を見てもらいますと、バラ園か

らずっとまっすぐ行ってもらいますと突き当たりのところに家が１軒あります。す

ぐ横です。その隣の空いているのが昔今は地図には書いてありませんけど、ソーラ

ーができたところです。これは３年前にまずは一人が買ってから、また今度は２人

目に譲ったところでございますので、こういうことはなったけ法律では通っており

ますが、なかなかそういうことがないようにしたいと私は思います。 

議案第１０号、農地法第５条、申請番号２５番についてご説明いたします。 

転用目的は、個人住宅、車庫の建築計画です。 

申請地の農地区分は、「農用地区域内農地」以外の良好な営農条件を備えた、１

０ｈａ以上の広がりを持つ農地であり、第１種農地と判断されます。 

許可については、原則許可のできない農地でありますが、例外的に適用される基

準である、「集落に接続して設置される住宅」に当てはまると判断されます。今回

の申請も例外的に許可を可能であると思われます。建築の確実性を判断する「一般

基準」の検討、その他現地調査を行って、排水面、隣近所の了解もとっております

ので、問題はないと思います。 

審議をお願いします。 

続きましては、農地法第５条、申請番号５８番についてご説明いたします。 

これはちょっと見てもらいますと県道４号線ですね。納豆工場からずっと行きま

すと右左に１軒、土地は来光寺の寺前まで坂下と思っておりましたけど、ここまで

私の（聴取不能）でした。右側に家があるところですね。これが今ここに書いてあ

る業者さんで上のほうに目的は、調整池でございます。上に泥を敷いておりますの

で、それが下に水と一緒に泥が流れるのを防ぐための調整池でございます。そして、

この調整池で貯めてたのを県道４号線をつっきって向こうの川に流すという計画で

ございます。 

申請地の農地区分は、公共投資がなされていない、農地の広がりが１０ｈａ未満

であることから第２種農地であると判断されます。現地調査を行い検討したところ、
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農地区分に応じた許可基準である「立地基準」、農地転用の確実性等を判断する

「一般基準」ともに条件を満たしていると判断されました。また、排水面隣近所の

了解もとっておりますので、何の問題ないと思われます。 

どうぞ審議をよろしくお願いします。 

○議長（竹島 久利君） ありがとうございました。委員の説明が終わりましたが、何

かご意見、ご質問ございませんか。何かございませんか。 

（なしの声） 

○議長（竹島 久利君） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。 

 第１０議案は、原案どおり決定することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

○議長（竹島 久利君） 異議なしと認め、原案どおり決定をいたします。 

 続きまして、第１１号議案、「農地利用集積計画の承認について」を議題といた

します。 

本案は、農業経営基盤強化推進法に基づく農地利用集積計画４件の８筆でござい

ます。資料を見てもらって、何かご意見、ご質問ございませんか。何かございませ

んか。 

（なしの声） 

○議長（竹島 久利君） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。 

 第１１号議案について、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

○議長（竹島 久利君） 異議なしと認め、第１１号議案は、原案どおり承認をされま

した。 

 続きまして、第１２号議案、「農地利用集積計画の承認について（機構転貸）」

を議題といたします。 

本案は、農地中間管理事業法に基づく農地利用配分計画１件で６筆でございます。 

何かございませんか。 

（なしの声） 

○議長（竹島 久利君） ないようでございますので、採決をいたします。 

 第１２号議案について、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

○議長（竹島 久利君） 異議なしと認め、第１２号議案は、原案どおり承認をされま

した。 

 続きまして、報告第３号、「許可不要転用届について」を議題といたします。 

本件について、報告内容を配布済みでございますので、これで終了させていただ
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きます。よろしゅうございますか。 

（はいの声） 

○議長（竹島 久利君） 続きまして、報告第４号、「合意解約について」を議題とい

たします。 

報告内容は配布済みでございますので、これにて終了させていただきます。よろ

しゅうございますか。 

（はいの声） 

○議長（竹島 久利君） それでは、本日の議案は全てこれで終了いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

７．閉 会 

○議長（竹島 久利君） 本日の議決事件などの字句の整理を議長に一任していただき

たいと思いますので、ご異議ありませんか。 

（はいの声） 

○議長（竹島 久利君） 異議なしと認め、処理することにいたします。 

 皆様方には、慎重審議をいただきありがとうございました。これをもちまして、

議長の席を降りさせていただきます。ありがとうございました。 

○事務局（齋田 士郎君） ありがとうございました。 

 それでは、閉会を副会長、お願いいたします。 

○副会長（釘崎 眞貴子君） はい、ご起立ください。 

 これをもちまして第２回農業委員会総会を閉会いたします。礼。お疲れさまでし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前９時５２分 
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本案は顛末相違ないことを認め、ここに署名します。 

 

 

 

南関町農業委員会会長  

 

 

 

議 事 録 署 名 人  

 

 

 

議 事 録 署 名 人  


